
 

茨城県央環境衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 

令和６年４月１日 

条例第２２号 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準

用する同法第２３４条の３及び地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の１７の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定める

ものとする。 

 （長期継続契約を締結することができる契約） 

第２条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。 

(１) 物品を借り入れる契約で、複数年度にわたり契約を締結することが一般的で

あると認められるもののうち、規則で定めるもの 

(２) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締

結する必要があると認められるもののうち、規則で定めるもの 

 （委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


